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公益財団法人キーエンス財団 

2020年度「がんばれ！日本の大学生」応援給付金 募集要項 

 

１．概要 

（１）給付金額：30万円 

（２）給付方法：2020年 7月 25日までに、本人名義の金融機関口座へ振込みにて給付。 

 

２．応募資格 

以下の各項目にいずれも該当する方 

・日本国内の４年制大学（通信教育課程及び夜間学部を除く）に在籍する大学生であること

（ただし、2020年 4月入学の新 1年生を除く） 

・2020年 4月 1日現在、23歳以下であること 

・日本国籍を有していること 

・最短修業年限にて卒業の見込みがあること 

・勉学に励み、目標をもって頑張っている大学生であること 

・当財団の奨学生ではないこと 

 ※ 他の奨学金等との併用についての制限はありません。 

   

３．募集概要 

（１）募集期間（予定） 

   2020年 3月 9日（月）～5月 11日（月） 

 ※ 後述の通り、採用予定者決定通知後、応募登録情報を確認するための書類送付期

 日を以下の通り設定する予定です。 

 書類送付期間：2020年 6月 10日（水）～6月 24日（水） ※締切日消印有効 

（２）採用予定人数 

  1,000名程度 

 

４．応募方法 

 当財団ホームページ上にて必要事項を登録してください。 

 応募は、応募資格を持つ本人に限ります。 

 

５．選考・採用内定 

 応募時に登録いただいた情報に基づいて、当財団の選考委員会にて選考を行い、採用予定者

を決定します。選考結果は、6月上旬ころ本人に通知します。 



 

2 

 

６-１．採用予定者の手続き①（登録情報の確認） 

（１）採用予定者が当財団ホームページにて登録した情報と照合するため、下記書類の提出を求

めます。 

（２）書類送付期間は、2020年 6月 10日（水）～6月 24日（水）（予定）※締切日消印有効 

 

  ① 大学の学生証（写真付）：Ａ４用紙 1枚に学生証の両面をコピーしたもの 

  ② 在籍大学の在学証明書（原本） 

   ※ 2020年 4月以降での在籍を証明するものであること。 

  ③ 在籍大学の成績証明書（原本） 

   ※ 入学年度から 2019年度終了時までの成績が分かる証明書であること。 

  ④ 住民票の写し（原本） 

※ 発行日から 3 ヶ月以内・本籍地記載あり・マイナンバーの記載なし 

※ 応募者のみが記載された住民票で結構です。 

  ⑤ 住民票が現住所のものではない場合の追加書類 

    現住所が確認できる以下の書類を 1つ追加で送付してください。 

      ・本人宛の郵便物（4月以降の消印があるもの）の写し 

     ・公共料金（電気・ガス・水道・電話等）の領収書や請求書（4月以降分）の写し 

 ・賃貸借契約書（現住居の住所があるもの）の写し 

 （現住所と氏名が分かる表面だけで結構です） 

   

  ＊ 送付の際の注意事項 

   ・レターパック等、Ａ４サイズの封筒 1通にすべての書類を入れてください。 

書類の不足があった場合は、いかなる理由であれ受理いたしません。 

   ・各提出書類（右上）に、応募時のＩＤを記載して送付してください。 

・お送りいただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。 

・書類到着の問い合わせには対応できませんので、到着確認が必要な方は、レターパッ

ク等の追跡サービスをご利用ください。 

 

 

６-２．採用予定者の手続き②（金融機関口座情報の登録） 

採用予定者の振込先口座情報（本人名義に限る）を、当財団ホームページで登録してくださ

い。登録期間は、2020年 6月 10日（水）～6月 24日（水）午前 10:00（予定）です。 

 

 採用予定者の手続き①と②の両方が期限内に完了しない場合、あるいは手続き①登録情

報確認により情報の相違が確認された場合は、採用予定を取り消します。 
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７．書類の郵送先及び問い合わせ先 

（１）郵送先  

〒533-8555 大阪市東淀川区東中島 1-3-14  

公益財団法人キーエンス財団 「がんばれ！日本の大学生」事務局 宛 

（２）お問い合わせ先 

当財団ホームページの「お問い合わせ」よりお願いいたします。 

 

８．個人情報の取扱いについて 

応募の際に提出していただく個人情報は選考以外には使用いたしませんが、最終的な採用者

の情報（採用の事実）については、在籍大学へ伝達する予定です。 

 

９．その他 

・当財団による支援は、大学卒業後の進路等について制約を課すものではありません。 

・支給対象となった方は、次年度以降に応募をいただいても審査の対象となりません。 

 


